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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱本体に通電部材が収容されており、該通電部材の接触部が前記箱本体の表面に露呈さ
れて端子取付部が形成されていると共に、
　電線の端末に設けられた端子金具が前記接触部に重ね合わされて前記端子取付部に固定
される電気接続箱において、
　前記箱本体にはカバー部材が回動軸を回動中心として開閉可能に取り付けられており、
前記カバー部材に形成されたカバー側閉位置係止爪と前記箱本体に形成された本体側閉位
置係止爪との係合により前記カバー部材が閉位置に保持されて前記端子取付部が前記カバ
ー部材で覆われるようになっている一方、
　前記カバー部材には、周壁および天壁と、これら周壁および天壁を連結する傾斜壁とが
形成されていると共に、
　前記回動軸が設けられた側の前記周壁と前記傾斜壁との連結部分から前記天壁に至らな
い高さで突出するカバー側開位置係止爪が形成されている一方、
　前記箱本体には、前記カバー側開位置係止爪と係合することにより、前記カバー部材を
開位置に保持する本体側開位置係止爪が設けられている
ことを特徴とする電気接続箱。
【請求項２】
　前記天壁が前記箱本体の表面に対して垂直とされた前記開位置では、前記本体側開位置
係止爪が前記カバー部材の前記天壁の位置よりも前記回動軸側に位置されている請求項１
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に記載の電気接続箱。
【請求項３】
　前記カバー側開位置係止爪および前記本体側開位置係止爪の少なくとも一方の係合面が
、前記カバー側開位置係止爪の回動方向に沿って延びるテーパ面とされている
請求項１又は２に記載の電気接続箱。
【請求項４】
　前記箱本体に前記端子取付部が一対設けられていると共に、それら一対の端子取付部の
それぞれに対応して、一対の前記カバー部材が、前記回動軸を前記一対の端子取付部の間
に位置して取り付けられている
請求項１～３の何れか１項に記載の電気接続箱。
【請求項５】
　前記一対のカバー部材のそれぞれに対応する一対の前記本体側開位置係止爪が、前記箱
本体に突設された撓み防止壁を挟む両側に設けられている
請求項４に記載の電気接続箱。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等に搭載される電気接続箱に係り、特に、箱本体に通電部材の接触部
が露呈されて、電線の端子金具が取付可能とされた端子取付部が形成されている電気接続
箱に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、リレーボックスやジャンクションボックス等の電気接続箱には、特開２０１
０－６３２６８号公報（特許文献１）に記載のように、電源線等の電線の端子金具が取付
可能とされた端子取付部が設けられたものがある。このような端子取付部には、箱本体に
収容されたバスバー等の通電部材の接触部が露呈されている。そして、電線の端末に設け
られた端子金具が接触部に重ね合わされて、ボルト固定されるようになっている。
【０００３】
　ところで、端子取付部には、前記通電部材の接触部や電線の端子金具、およびこれらを
締結するボルトやナット等の金属部品が露呈されている。それ故、特開２００９－２７３
３１１号公報（特許文献２）や特開２００２－３２９４９２号公報（特許文献３）に記載
されているように、カバー部材で箱本体を全体的に覆ったり、部分的に覆ったりすること
で、端子取付部を粉塵等の侵入や他部材との接触等から保護していた。
【０００４】
　ところが、特許文献２や特許文献３に記載の構造では、カバー部材が箱本体と別体であ
ることから、端子取付部への端子金具のボルト固定後に、カバー部材を箱本体に組み付け
る作業が必要であった。また、カバー部材を取り外した際には、カバー部材を一時的に置
いておく作業スペースが必要になると共に、カバー部材を紛失するおそれもあった。
【０００５】
　このような問題に対処するために、開閉可能なカバー部材を箱本体に一体的に設けるこ
とが考えられる。しかし、カバー部材を箱本体に一体的に設ける場合には、端子金具のボ
ルト固定の作業性を確保するために、カバー部材が開状態に保持可能であることが要求さ
れる。そこで、例えば特許文献２には、カバー部材に係止突起を突設して、該係止突起を
カバー部材の開位置で係止することでカバー部材を開状態に保持可能にする構造が開示さ
れているが、このような構造を箱本体に適用しようとすると、係止突起を形成するために
カバー部材の大型化を招き、スペース効率の悪化を招くという問題があった。それ故、端
子取付部を保護するカバー部材を、開状態を保持可能にしつつスペース効率良く箱本体に
一体的に設けるには、更なる考慮が必要であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－６３２６８号公報
【特許文献２】特開２００９－２７３３１１号公報
【特許文献３】特開２００２－３２９４９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、端子取付部を
保護するカバー部材を、スペース効率良く且つ開状態を保持可能に箱本体に一体的に設け
ることの出来る、新規な構造の電気接続箱を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第一の態様は、箱本体に通電部材が収容されており、該通電部材の接触部が前
記箱本体の表面に露呈されて端子取付部が形成されていると共に、電線の端末に設けられ
た端子金具が前記接触部に重ね合わされて前記端子取付部に固定される電気接続箱におい
て、前記箱本体にはカバー部材が回動軸を回動中心として開閉可能に取り付けられており
、前記カバー部材に形成されたカバー側閉位置係止爪と前記箱本体に形成された本体側閉
位置係止爪との係合により前記カバー部材が閉位置に保持されて前記端子取付部が前記カ
バー部材で覆われるようになっている一方、前記カバー部材には、周壁および天壁と、こ
れら周壁および天壁を連結する傾斜壁とが形成されていると共に、前記回動軸が設けられ
た側の前記周壁と前記傾斜壁との連結部分から前記天壁に至らない高さで突出するカバー
側開位置係止爪が形成されている一方、前記箱本体には、前記カバー側開位置係止爪と係
合することにより、前記カバー部材を開位置に保持する本体側開位置係止爪が設けられて
いることを、特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、カバー部材が回動軸において箱本体に対して回動可能に取り付けられ
ている。これにより、カバー部材を箱本体に一体的に設けて、カバー部材の開閉操作を容
易にすることが出来ると共に、カバー部材を紛失するおそれを低減することが出来る。
【００１０】
　そして、カバー側閉位置係止爪と本体側閉位置係止爪を係合することによって、カバー
部材を閉位置に保持することが出来ると共に、カバー側開位置係止爪と本体側開位置係止
爪を係合することによって、カバー部材を開位置に保持することが出来る。特に、カバー
部材が傾斜壁を有する側面台形状とされており、カバー側開位置係止爪が、傾斜壁と周壁
との連結部分から天壁に至らない突出寸法で形成されている。これにより、カバー側開位
置係止爪を、天壁および周壁のそれぞれを延長した平面と傾斜壁とで画成される空間内で
、カバー部材を囲み得る最小矩形領域の内側にコンパクトに形成することが出来る。
【００１１】
　なお、本発明における端子取付部への端子金具の固定は、例えば箱本体側にボルト軸部
を突設して、該ボルト軸部に通電部材と端子金具を外挿してナットで挟んで固定しても良
いし、箱本体側にナットを設けると共に、通電部材と端子金具にボルトを挿通してボルト
の頭部で挟んで固定しても良い。
　本発明の第二の態様は、前記第一の態様に記載のものにおいて、前記天壁が前記箱本体
の表面に対して垂直とされた前記開位置では、前記本体側開位置係止爪が前記カバー部材
の前記天壁の位置よりも前記回動軸側に位置されているものである。
　本態様によれば、箱本体に形成された本体側開位置係止爪を、開位置におけるカバー部
材の天壁の位置よりも回動軸側に位置させることにより、本体側開位置係止爪を傾斜壁と
カバー側開位置係止爪との間に入り込ませてカバー側開位置係止爪と係合することが出来
る。その結果、本体側開位置係止爪をカバー部材により接近させて形成することが出来、
開位置に保持可能なカバー部材を、スペース効率良く箱本体に一体的に設けることが出来
る。
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【００１２】
　本発明の第三の態様は、前記第一又は二の態様に記載のものにおいて、前記カバー側開
位置係止爪および前記本体側開位置係止爪の少なくとも一方の係合面が、前記カバー側開
位置係止爪の回動方向に沿って延びるテーパ面とされているものである。
【００１３】
　本態様によれば、カバー側開位置係止爪と本体側開位置係止爪との係合状態を、比較的
小さな力で容易に解除することが出来る。これにより、端子金具を端子取付部に固定した
後のカバー部材の閉操作を容易に行なうことが出来る。
【００１４】
　本発明の第四の態様は、前記第一～第三の何れかの態様に記載のものにおいて、前記箱
本体に前記端子取付部が一対設けられていると共に、それら一対の端子取付部のそれぞれ
に対応して、一対の前記カバー部材が、前記回動軸を前記一対の端子取付部の間に位置し
て取り付けられているものである。
【００１５】
　本態様によれば、一対のカバー部材を、一対の端子取付部の間でスペース効率良く設け
ることが出来る。他方、一対の端子取付部についても、カバー部材が介在されることによ
って、適当な離隔距離を確保することが出来て、相互の絶縁性を向上することが出来る。
また、カバー部材の開状態において、両方のカバー部材が一対の端子取付部の間に位置さ
れることから、カバー部材の開状態における端子取付部の開放スペースを大きく確保して
、端子金具の固定の作業性を向上することも出来る。
【００１６】
　本発明の第五の態様は、前記第四の態様に記載のものにおいて、前記一対のカバー部材
のそれぞれに対応する一対の前記本体側開位置係止爪が、前記箱本体に突設された撓み防
止壁を挟む両側に設けられているものである。
【００１７】
　本態様によれば、本体側開位置係止爪を撓み防止壁に接触させることにより、本体側開
位置係止爪の過度の変形を阻止することが出来る。そして、一対のカバー部材に対応する
一対の本体側開位置係止爪で１つの撓み防止壁を共用することにより、本体側開位置係止
爪の過大変形防止構造をスペース効率良く実現することが出来る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明では、端子取付部を覆うカバー部材を箱本体に回動軸回りで開閉可能に取り付け
ると共に、カバー部材に天壁と周壁を連結する傾斜壁を形成して、該傾斜壁と周壁との連
結部分から天壁に至らない高さでカバー側開位置係止爪を形成する一方、箱本体において
カバー側開位置係止爪と係合する本体側開位置係止爪を、カバー部材の開位置で天壁の位
置よりも回動軸側に設けた。これにより、カバー部材の大型化を招くことなく、カバー側
開位置係止爪をコンパクトに形成することが出来る。それと共に、本体側開位置係止爪を
カバー部材により接近させて形成することが出来る。その結果、開位置に保持可能なカバ
ー部材を、スペース効率良く箱本体に一体的に設けることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態としての電気接続箱の要部の斜視図。
【図２】図１におけるカバー部材の閉状態を示す斜視図。
【図３】図２におけるＩＩＩ－ＩＩＩ断面に相当する説明図。
【図４】図３におけるＡ部の拡大図。
【図５】図３におけるＢ部の、カバー部材の開状態での拡大図。
【図６】カバー部材の斜視図。
【図７】カバー部材の側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２１】
　先ず、図１および図２に、本発明の一実施形態としての電気接続箱１０の要部を示す。
電気接続箱１０はリレーボックスであり、合成樹脂製の箱本体１２に、図示しない電気部
品としてのリレーが装着可能とされた複数のリレー装着部１４が形成されている。なお、
本発明における電気接続箱は、リレーボックスのみならず、複数のヒューズが装着可能と
されたヒューズボックスや、コネクタやリレー、ヒューズ等の各種電気部品が装着可能と
されて電力の分配に用いられるジャンクションボックス等でも良い。
【００２２】
　箱本体１２には、一対の端子取付部１６，１６が形成されている。そして、箱本体１２
には、各端子取付部１６，１６に対応して、一対のカバー部材１８，１８が開閉可能に取
り付けられている。これら端子取付部１６，１６およびカバー部材１８，１８は互いに同
様の構造とされていることから、以下、一方の端子取付部１６とカバー部材１８について
説明する。
【００２３】
　箱本体１２には、通電部材としてのバスバー２０が収容されている。そして、バスバー
２０の端部に形成された接触部２２が、端子取付部１６において箱本体１２の表面２４上
に露呈されている。図３に示すように、端子取付部１６には嵌入凹所２６が形成されてお
り、雄ねじが形成されたボルト軸部２８が嵌め入れられることにより、ボルト軸部２８が
表面２４上に突出されている。そして、接触部２２に貫設されたボルト挿通孔３０にボル
ト軸部２８を挿通して接触部２２が表面２４に重ね合わされることによって、端子取付部
１６が形成されている。
【００２４】
　また、端子取付部１６には、他方の端子取付部１６側（図３に示した端子取付部１６に
ついては、右側）に位置して、軸受部３２，３２が形成されている。これにより、一対の
端子取付部１６，１６のそれぞれに対応する軸受部３２，３２が、一対の端子取付部１６
，１６の間に位置して形成されている。また、軸受部３２の反対側（図３に示した端子取
付部１６については、左側）に位置して、本体側閉位置係止爪３４が形成されている。本
体側閉位置係止爪３４は、箱本体１２の表面２４から上方（図３中、上方）に突出する突
片形状をもって箱本体１２に一体形成されている。本体側閉位置係止爪３４には、端子取
付部１６側に突出する係合突起３６が形成されている。図４に示すように、係合突起３６
において後述するカバー側閉位置係止爪７４の係合面７６と係合する係合面３８は、本体
側閉位置係止爪３４の表面２４からの突出方向（図４中、上方）に略直交して形成されて
いる。一方、係合突起３６における係合面３８と反対側の上面は、表面２４に近づくに連
れて本体側閉位置係止爪３４からの突出寸法が次第に大きくなるテーパ状の案内面４０と
されている。更に、本体側閉位置係止爪３４には、係合突起３６から更に上方に延出する
操作片部４２が形成されている。図１および図２に示したように、本体側閉位置係止爪３
４は、端子取付部１６側以外の三方が保護壁部４４で囲まれて形成されている。保護壁部
４４は、表面２４から上方（図３中、上方）に突出して、上面視において端子取付部１６
側に開口するコの字形状とされている。なお、操作片部４２は、保護壁部４４よりも上方
に突出されている。
【００２５】
　さらに、箱本体１２において、軸受部３２を挟んで端子取付部１６と反対側には、軸受
部３２から所定距離だけ離隔して、本体側開位置係止爪４６が形成されている。本体側開
位置係止爪４６は、表面２４から上方（図３中、上方）に突出する突片形状をもって箱本
体１２に一体形成されている。本体側開位置係止爪４６における表面２４からの突出先端
部には、端子取付部１６側に突出する係合突起４８が形成されている。図５に示すように
、係合突起４８において後述するカバー側開位置係止爪７２と係合する係合面５０は、上
方（図５中、上方）に行くに連れて本体側開位置係止爪４６からの突出寸法が次第に大き
くなる傾斜面とされており、後述するカバー側開位置係止爪７２の回動軸６６回りでの回



(6) JP 5707182 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

動方向：ｌに沿ったテーパ面とされている。一方、係合突起４８における係合面５０と反
対側の上面は、表面２４に近づくに連れて本体側開位置係止爪４６からの突出寸法が次第
に大きくなるテーパ状の案内面５２とされている。なお、本体側開位置係止爪４６の形成
箇所における表面２４は端子取付部１６から窪んで形成されており、本体側開位置係止爪
４６における係合面５０が、端子取付部１６のバスバー２０と略同じ高さ位置（図３中、
上下方向位置）に設定されている。
【００２６】
　このような本体側開位置係止爪４６の一対が、一対の端子取付部１６，１６のそれぞれ
に対応して箱本体１２に形成されている。これにより、一対の本体側開位置係止爪４６，
４６が、一対の端子取付部１６，１６の中間部分に形成されている。更に、箱本体１２に
おいて、一対の端子取付部１６，１６の中間部分には撓み防止壁５４が形成されている。
撓み防止壁５４は、本体側開位置係止爪４６と略等しい突出寸法をもって、表面２４から
上方（図３中、上方）に突出する壁部とされている。そして、一対の本体側開位置係止爪
４６，４６が、係合突起４８と反対側の面を撓み防止壁５４に所定距離を隔てて対向して
、撓み防止壁５４を挟む両側に形成されている。
【００２７】
　さらに、図２に示したように、撓み防止壁５４の両端部には一対の保護側壁５６，５６
が連結して形成されている。これにより、撓み防止壁５４と保護側壁５６，５６が、上面
視においてＨ字形状の立設壁とされており、一対の本体側開位置係止爪４６，４６のそれ
ぞれが、端子取付部１６側以外の三方を撓み防止壁５４と一対の保護側壁５６，５６で囲
まれている。なお、保護側壁５６，５６の表面２４からの突出高さ寸法は、撓み防止壁５
４と略等しくされており、本体側開位置係止爪４６は、撓み防止壁５４および一対の保護
側壁５６，５６から上方（図３中、上方）に突出することなく形成されている。
【００２８】
　このような構造とされた箱本体１２の各端子取付部１６，１６に、カバー部材１８，１
８がそれぞれ取り付けられている。図６および図７に、カバー部材１８を示す。カバー部
材１８は、非導電性の合成樹脂から形成された一体成形品とされている。カバー部材１８
には、４つの周壁５８ａ，５８ｂ，５８ｃ，５８ｄと天壁６０、および一対の傾斜壁６２
ａ，６２ｂが形成されている。そして、周壁５８ａと周壁５８ｃが互いに対向されている
と共に、周壁５８ｂと周壁５８ｄが互いに対向されている。周壁５８ｂ，５８ｄは、下側
（図７中、下側）の部分が矩形状、上側（図７中、上側）の部分が台形状の組み合せ形状
とされている。そして、周壁５８ｂ，５８ｄの互いの上端縁部が天壁６０で連結されてい
ると共に、台形の斜辺にあたる縁部が傾斜壁６２ａ，６２ｂでそれぞれ連結されている。
これにより、周壁５８ａと天壁６０が傾斜壁６２ａで連結される一方、周壁５８ｃと天壁
６０が傾斜壁６２ｂで連結されている。その結果、カバー部材１８は、周壁５８ａ～５８
ｄが連結されてなる枠体の一方が天壁６０と一対の傾斜壁６２ａ，６２ｂで覆蓋されて、
天壁６０と反対側に開口する箱体形状を有している。
【００２９】
　さらに、周壁５８ａにおいて、周壁５８ｂ，５８ｄ側の両端部には、一対の連結板部６
４，６４が形成されている。連結板部６４，６４は、周壁５８ａの外側（図７中、右側）
に突出すると共に、周壁５８ａからカバー部材１８の開口方向（図７中、下方）に突出し
て延びる板形状とされている。そして、連結板部６４，６４の突出先端部には、カバー部
材１８の両外側に突出する回動軸６６，６６がそれぞれ形成されている。なお、回動軸６
６，６６における連結板部６４，６４からの突出端面には、軸受部３２，３２間への挿入
を容易にするために、テーパ面６７，６７が部分的に形成されている。また、周壁５８ａ
において、連結板部６４，６４の間には、連結板部６４，６４と同形状の補助板部６８，
６８が形成されており、これら連結板部６４，６４と補助板部６８，６８が、適当な間隔
を隔てて並んで形成されている。なお、連結板部６４，６４および補助板部６８，６８の
それぞれの周壁５８ａからの突出先端縁部７０は互いに等しい湾曲形状とされており、カ
バー部材１８の側面視（図７参照）において互いに重なる同形状とされている。
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【００３０】
　更にまた、周壁５８ａにおいて、傾斜壁６２ａとの連結部分には、カバー側開位置係止
爪７２が形成されている。カバー側開位置係止爪７２は矩形の突片形状とされており、周
壁５８ｂと周壁５８ｄの対向方向で、周壁５８ａの中央部分に部分的に形成される幅寸法
を有すると共に、周壁５８ａと傾斜壁６２ａとの連結部分から、天壁６０に至らない高さ
寸法（図７中、上方への寸法）で突出されている。一方、周壁５８ａと対向する周壁５８
ｃには、カバー部材１８の外側に突出するカバー側閉位置係止爪７４が形成されている。
カバー側閉位置係止爪７４は、上面が周壁５８ｃに対して垂直に突出する係合面７６とさ
れている一方、下面がカバー部材１８の開口方向（図７中、下方）に行くに連れて周壁５
８ｃからの突出寸法が次第に小さくなるテーパ状の案内面７８とされている。
【００３１】
　また、周壁５８ｂ，５８ｄの下端縁部（図７中、下端縁部）には、それぞれ、フード部
８０，８０が形成されている。フード部８０は矩形筒形状を周方向で半分に分割した形状
とされており、周壁５８ｂ，５８ｄのそれぞれにおける下端縁部において、周壁５８ｂ，
５８ｄの対向方向の外側に突出して形成されている。
【００３２】
　そして、このようなカバー部材１８の回動軸６６，６６が、箱本体１２の軸受部３２，
３２に挿し込まれることにより、カバー部材１８が、箱本体１２に対して回動軸６６，６
６回りで回動可能に取り付けられる。本実施形態においては、一対の端子取付部１６，１
６の間にそれぞれの軸受部３２，３２が形成されていることにより、一対のカバー部材１
８，１８が、それぞれの回動軸６６，６６を一対の端子取付部１６，１６の間に位置して
配設されている。図３に示したように、カバー部材１８は、回動軸６６，６６回りで略９
０°の範囲に亘って回動可能とされており、一方の回動端位置が、端子取付部１６の上方
（図３中、上方）から外れて位置して、天壁６０が箱本体１２の表面２４に対して垂直と
なる開位置とされると共に、他方の回動端位置が、端子取付部１６の上方に位置して、端
子取付部１６に突設されたボルト軸部２８を覆う閉位置とされている。なお、連結板部６
４，６４および補助板部６８，６８それぞれの突出先端縁部７０が表面２４に接触される
ことによって、回動に伴うカバー部材１８のガタツキを軽減して、安定的に開閉操作出来
るようにされている。
【００３３】
　カバー部材１８が開方向に回動されることにより、カバー側開位置係止爪７２が本体側
開位置係止爪４６の係合突起４８を乗り越えて、本体側開位置係止爪４６の係合面５０と
係合される。なお、係合突起４８の上面がテーパ状の案内面５２とされていることにより
、カバー側開位置係止爪７２の乗り越えが容易とされている。これにより、カバー部材１
８が開位置に保持される。特に、本体側開位置係止爪４６は、開位置におけるカバー部材
１８の天壁６０の位置よりも回動軸６６側（図３中、左側）に位置されている。これによ
り、図５に拡大して示したように、カバー部材１８の開位置において、本体側開位置係止
爪４６の係合突起４８が、カバー側開位置係止爪７２と傾斜壁６２ａの間に入り込んでカ
バー側開位置係止爪７２と係合される。
【００３４】
　そして、カバー部材１８が閉方向に回動されることにより、カバー側開位置係止爪７２
が本体側開位置係止爪４６の係合突起４８を乗り越えて、カバー側開位置係止爪７２と本
体側開位置係止爪４６との係合状態が解除されると共に、カバー側閉位置係止爪７４が本
体側閉位置係止爪３４の係合突起３６を乗り越えて、カバー側閉位置係止爪７４の係合面
７６が、本体側閉位置係止爪３４の係合面３８と係合される。なお、係合突起３６の上面
とカバー側閉位置係止爪７４の下面のそれぞれがテーパ状の案内面４０，７８とされてい
ることにより、カバー側閉位置係止爪７４の乗り越えが容易とされている。これにより、
カバー部材１８が閉位置に保持される。
【００３５】
　このような端子取付部１６には、図１に示したように、端子金具８２が取り付けられる
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。端子金具８２はＬ字に屈曲された板形状とされており、電線８４の端末に設けられてい
る。端子金具８２にはボルト挿通孔８６が貫設されている。そして、カバー部材１８を開
操作して、カバー側開位置係止爪７２と本体側開位置係止爪４６を係合して開位置に保持
した状態で、端子金具８２のボルト挿通孔８６にボルト軸部２８を挿通して、端子取付部
１６に露出されたバスバー２０の接触部２２に端子金具８２を重ね合わせた後に、ボルト
軸部２８にナット８８を締結することによって、端子金具８２を接触部２２への重ね合わ
せ状態で端子取付部１６に取り付ける。その後、図２に示したように、カバー部材１８を
閉操作して、カバー側閉位置係止爪７４と本体側閉位置係止爪３４を係合して閉位置に保
持することにより、端子取付部１６をカバー部材１８で覆って、端子金具８２（図２にお
いては一方のみ図示）の取り付けを完了する。なお、端子取付部１６において、閉位置の
カバー部材１８のフード部８０と重なる位置には凹部９０が形成されており、フード部８
０と凹部９０によって、箱本体１２の側方に開口する取出口９２が形成されている。そし
て、取出口９２を通じて、端子金具８２が箱本体１２の外部に突出されるようになってい
る。
【００３６】
　本実施形態に従う構造とされた電気接続箱１０によれば、端子取付部１６を覆うカバー
部材１８が、箱本体１２に一体的に組み付けられている。これにより、カバー部材１８の
開閉作業を容易且つ速やかに行なうことが出来ると共に、カバー部材１８の紛失のおそれ
を軽減することが出来る。
【００３７】
　そして、カバー部材１８の開位置において、カバー側開位置係止爪７２と本体側開位置
係止爪４６を係合することによって、カバー部材１８を開位置に保持することが出来る。
これにより、端子金具８２の取付作業を容易に行なうことが出来る。特に、カバー部材１
８を、傾斜壁６２ａ，６２ｂを有する側面台形状として、カバー側開位置係止爪７２を傾
斜壁６２ａと周壁５８ａとの連結部分から天壁６０に至らない程度に突出させたことによ
って、カバー側開位置係止爪７２を、カバー部材１８の大型化を招くことなくスペース効
率良く形成することが出来る。そして、本体側開位置係止爪４６の係合突起４８を、カバ
ー部材１８におけるカバー側開位置係止爪７２と傾斜壁６２ａの間に入り込ませてカバー
側開位置係止爪７２と係合させることにより、本体側開位置係止爪４６を、開状態におけ
るカバー部材１８の天壁６０よりも回動軸６６側に位置して端子取付部１６に近づけて形
成することが出来る。これにより、開状態を保持可能なカバー部材１８を、スペース効率
良く箱本体１２に一体的に設けることが出来る。
【００３８】
　さらに、本実施形態においては、本体側開位置係止爪４６の係合面５０が、カバー側開
位置係止爪７２の回動方向：ｌ（図５参照）に沿う傾斜面とされている。これにより、本
体側開位置係止爪４６とカバー側開位置係止爪７２の係合状態は比較的小さな力で解除す
ることが可能とされている。その結果、カバー部材１８を開位置から閉位置側に回動操作
するのみで、図５に仮想線で示すように本体側開位置係止爪４６を撓ませて係合状態を解
除することが可能であり、カバー部材１８の閉操作を容易に行なうことが出来る。これに
対して、図４に示したように、本体側閉位置係止爪３４とカバー側閉位置係止爪７４は、
それぞれの係合面３８，７６で互いに面接触することにより、係合状態を容易に解除不能
として、カバー部材１８を閉位置に安定して保持することが可能とされている。そして、
カバー部材１８を開操作する場合には、本体側閉位置係止爪３４の操作片部４２を操作す
ることによって、カバー側閉位置係止爪７４との係合状態を容易に解除することが出来る
。なお、操作片部４２が保護壁部４４から突出されていることにより、操作片部４２の操
作が容易とされている。即ち、暫定的な開状態は緩いロックによって、カバー部材１８を
閉方向に回動操作するのみで容易に解除可能とされている一方、閉状態は硬いロックによ
って、操作片部４２の積極的な操作を必要として不意に開放されることの無いようにされ
ている。
【００３９】
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　さらに、本実施形態においては、一対の端子取付部１６，１６に対応する一対のカバー
部材１８，１８が、それら一対の端子取付部１６，１６の間にスペース効率良く配設され
ている。そして、両カバー部材１８，１８の開状態において、両カバー部材１８，１８が
一対の端子取付部１６，１６の間に配設されていることから、両端子取付部１６，１６の
開放スペースを大きく確保することが可能とされており、端子金具８２の取り付け作業性
を向上することが出来る。特に、カバー部材１８は、回動軸６６が連結板部６４を介して
カバー部材１８の本体部分から離れて形成されていることにより、開位置において端子取
付部１６の上方から完全に外れて位置するようにされており、端子取付部１６上の作業ス
ペースをより大きく確保出来るようにされている。加えて、開位置において、一対のカバ
ー部材１８，１８が、一対の端子取付部１６，１６の間で立ち上がるように保持されるこ
とから、一対の端子取付部１６，１６の作業スペースをカバー部材１８，１８で仕切るこ
とも出来て、端子金具８２，８２の取り付けに際する両端子取付部１６，１６相互の絶縁
性をより効果的に確保することが出来る。一方、一対の端子取付部１６，１６の間に一対
のカバー部材１８，１８が介在されることから、両端子取付部１６，１６の離隔距離を確
保することも出来て、相互の絶縁性や作業スペースを確保することも出来る。
【００４０】
　また、図５に示したように、箱本体１２には、本体側開位置係止爪４６と対向して撓み
防止壁５４が形成されている。これにより、カバー部材１８の開閉に伴って本体側開位置
係止爪４６が過大に撓み変形しようとした場合には、本体側開位置係止爪４６が撓み防止
壁５４に接触することによって、本体側開位置係止爪４６の過大変形が阻止されるように
なっている。そして、本実施形態によれば、一対の端子取付部１６，１６の間にカバー部
材１８，１８を配設することによって、一対の本体側開位置係止爪４６，４６の間で１つ
の撓み防止壁５４を共用して、スペース効率の更なる向上を図ることが出来る。
【００４１】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はその具体的な記載によって限定
されない。例えば、前記カバー部材１８において、カバー側開位置係止爪７２が形成され
ていない側の傾斜壁６２ｂは必ずしも必要ではなく、傾斜壁６２ｂを設けることなく、周
壁５８ｃと天壁６０を相互に延び出させて連結しても良い。
【００４２】
　また、端子取付部は、例えば、箱本体側にナットを設けて、バスバー等の通電部材と電
線の端子金具とを重ね合わせた状態で、ボルトで固定する等しても良い。更に、端子取付
部の個数は限定されないのであって、１つでも良いし、３つ以上設けても良い。
【符号の説明】
【００４３】
１０：電気接続箱、１２：箱本体、１６：端子取付部、１８：カバー部材、２０：バスバ
ー（通電部材）、２２：接触部、２４：表面、２８：ボルト軸部、３２：軸受部、３４：
本体側閉位置係止爪、３８：係合面（本体側閉位置係止爪）、４６：本体側開位置係止爪
、５０：係合面（本体側開位置係止爪）、５４：撓み防止壁、５８ａ～ｄ：周壁、６０：
天壁、６２ａ，ｂ：傾斜壁、６６：回動軸、７２：カバー側開位置係止爪、７４：カバー
側閉位置係止爪、７６：係合面（カバー側閉位置係止爪）、８２：端子金具、８４：電線
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